
人
事
院
の
給
与
勧
告
と

人
件
費
削
減
の
取
り
組
み

　

人
事
院
は
毎
年
、
国
家
公

務
員
と
民
間
の
給
与
水
準
を

比
較
し
、
両
者
間
の
格
差
を

な
く
す
た
め
に
給
与
改
定
を

勧
告
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
平
成
22
年
度

の
給
与
勧
告
に
準
じ
、
給
料

月
額
の
引
き
下
げ
（
改
定
率

０
．
１
％
減
、
若
年
層
と
医

師
は
据
え
置
き
）
を
平
成
22

年
12
月
１
日
か
ら
実
施
し
て

い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
期
末

勤
勉
手
当
の
引
き
下
げ
（
０
．

２
月
分
減
）
も
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
市
長
な
ど
の
特
別

職
に
つ
い
て
も
期
末
手
当
の

引
き
下
げ
（
０
．
１
５
月
分

減
）
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、

鳥
取
市
定
員
適
正
化
計
画
に

基
づ
く
職
員
数
の
削
減
も
計

画
を
上
回
り
な
が
ら
進
め
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
、
人
件
費
総
額
の

よ
り
一
層
の
削
減
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 337,031 円 43 歳 5 カ月

１. 給与費とその内訳（平成 22 年度普通会計当初予算額） ４. 平均給料月額・平均年齢　　（平 22.4.1 現在）

区　分 月額など

市 長
給料

　　　　　1,026,000 円

副市長 850,000 円

議 長

報　酬

584,000 円

副議長 513,000 円

議 員 475,000 円

特別職
共 通

期末手当
　　　　6 月期　1.45 月分
　　　12 月期　1.50 月分
　　　　　計　　2.95 月分

２. 給与費の推移　　（各年度普通会計当初予算額）

３. 主な手当　　　　　　　　　（平成 22 年度）

５. 特別職の報酬など　　　　　（平成 22 年度）

区分 内　　容

扶
養
手
当

�配偶者　　　　　　　　　月額 13,000 円
�配偶者以外の扶養親族　　月額　6,500 円
�満 16 歳の年度始めから満 22 歳の年度末ま
　での子 1 人の加算額　　　月額　5,000 円

期
末
手
当

勤
勉
手
当

支給の時期 期末手当
勤勉手当 計

６ 月期 1.25 月分
0.70 月分 1.95 月分

12 月期 1.35 月分
0.65 月分 2.00 月分

退
職
手
当

区分 自 己 都 合 定年・勧奨

 勤続 20 年 23.5 月分 30.55 月分

 勤続 25 年 33.5 月分 41.34 月分

 勤続 30 年 41.5 月分 50.7  月分
※定年前早期退職者への加算措置あり

平成 18
年度

平成 19
年度

平成 20
年度

平成 21
年度

平成 22
年度

目  標 1,539 人 1,525 人 1,500 人 1,470 人 1,440 人

実  績 1,514 人 1,482 人 1,451 人 1,422 人 1,405 人

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

86 億
6 千万円

83 億
4 千万円

82 億
6 千万円

79 億
9 千万円

76 億
8 千万円

７.定員適正化計画　　　　（各年度4月1日現在）

市職員の給与などの状況を
お知らせします

職員数 給与費 前年度比

1,286
人

76 億 7,663 万円

給料 50 億 6,413 万円
職員手当 7 億　357 万円
期末勤勉手当 19 億　893 万円

△4.0％

　本市職員の「給与」には、基本給である「給料」と、扶養・
期末・勤勉手当などの「諸手当」があり、これらは地方
公務員法の規定に基づき、国の人事院勧告などを参考に
市議会の審議を経て条例で定められています。

問い合わせ先　市役所本庁舎職員課 (0857) 20-3108　  syokuin@city.tottori.lg.jp

６.ラスパイレス指数の推移
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料月額を
100 とした場合の地方公務員の比率です。

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

99.7 99.6 99.2 98.2 97.5
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　平成 23 年度からスタートする「第 9 次鳥取市総合計画（案）」
を竹内市長に答申しました。この計画は、市民のみなさんから多
くのご意見をいただいて作成したものです。鳥取市が、人口減少
や厳しい財政状況などに対応し、市民に最適なサービスを提供

するためには、選択と集中の考えによる市政運営が重要となります。このために、
6 つの重点的な取り組みを「リーディングプロジェクト」として定め、また「計画
推進における基本方針」として、市民との協働や行財政改革の推進を位置付けて
います。みなさまにおかれましては「人を大切にするまち」の考えのもと、まち
づくりへの一人ひとりのお力の結集を切に望みます。

平
成
22
年
12
月
16
日
（
木
）、
鳥
取
市
総
合
企
画
委
員
会
の
道み
ち
う
え
ま
さ
の
り

上
正
䂓
委
員
長

か
ら
、
竹
内
市
長
へ
第
9
次
鳥
取
市
総
合
計
画
（
案
）
が
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

「
人
を
大
切
に
す
る
ま
ち
」
を
目
指
し
て

問
い
合
わ
せ
先

　市
役
所
本
庁
舎
行
財
政
改
革
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

０
８
５
７-

20-

３
１
６
４

　

こ
の
た
び
鳥
取

市
総
合
企
画
委
員

会
か
ら
第
9
次
鳥

取
市
総
合
計
画
の

「
基
本
構
想
（
案
）

（
平
成
23
〜
32
年

度
）」
と
「
基
本

計
画
（
案
）（
平

成
23
〜
27
年
度
）」
が
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
は
、
平
成
21
年
8
月
に
竹
内

市
長
か
ら
同
委
員
会
に
策
定
が
諮し
も
ん問
さ
れ

た
も
の
で
、
審
議
に
あ
た
っ
て
は
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
や
市
民
ま
ち
づ
く
り
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
市
民
政
策
コ
メ
ン
ト
、
鳥

取
市
自
治
連
合
会
、
地
域
審
議
会
な
ど
の

意
見
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
市
で
は
「
基
本
構
想
（
案
）」

を
2
月
議
会
に
提
案
す
る
予
定
で
あ
り
、

具
体
的
な
事
業
を
示
す
「
実
施
計
画
」
と

と
も
に
4
月
の
ス
タ
ー
ト
に
向
け
て
策
定

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

「人を大切にする」新しいまちづくりがスタート
鳥取市総合企画委員会委員長　道上正䂓さん

（ ㈶とっとり地域連携・総合研究センター理事長 ）

第９次鳥取市総合計画（案）の概念図
「人を大切にするまち」をまちづくりの理念とし、将来像やまちづくりの目標の実現を目指し、「計画推進における基本方針」
に取り組みつつ、「リーディングプロジェクト」をはじめ各種施策を推進します。

※第 9 次鳥取市総合計画（案）の詳しい内容は、市ホームページに掲載しています。

まちづくりの理念

まちづくりの目標

将
来
像

人
が
輝
き

　ま
ち
が
き
ら
め
く

　快
適
・
環
境
都
市

　鳥
取

人を大切にするまち

計画推進における
基本方針 自立と協働の強化 行政経営基盤の強化 都市間連携の強化

① ふるさとを愛し　次代を担う人づくり
② 心豊かにいきいきと 人が輝くまちづくり
③ 笑顔があふれ　心やすらぐまちづくり
④ 緑あふれる 日本一のふるさとづくり
⑤ 人・モノ・情報が往きかい

リーディングプロジェクト（重点的な取り組み）

にぎわうまちづくり

ふるさとを大切にする心豊かな人づくり
〜ふるさと鳥取を愛する心を高めよう〜

健康で安全・安心な暮らしづくり
〜健康で明るく元気なまちにしよう〜

若者の夢がかなうまち
〜若者が定住する地域にしよう〜

自然環境や伝統文化を守る快適な「とっとりライフ」
〜豊かな自然や伝統文化を次代に引き継ごう〜

「打って出る」大作戦
〜鳥取の良さを国内外に売り込もう〜

中山間地域の暮らしを支える
〜みんなで鳥取らしさを活かした暮らしを守り・楽しもう〜

1

2

3

5

4

6

第
９
次
鳥
取
市
総
合
計
画
（
案
）
を
市
長
に
答
申
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